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C/P との協議風景 ANAM 環境質ラボラトリー 

市内の河川の状況。未処理の生活排水が流
れ込み、軽い異臭がする。 

ミニッツ署名 

対策として、下水道の整備が急ピッチで進め
られている。 



 

 

略 語 表 
 

略語 正式名称（西語） 日本語 

ANAM 
National Environmental Authority
（Autoridad Nacional del Ambiente） 

国家環境庁 

BOD Biological Oxygen Demand 生物学的酸素消費量 

COD Chemical Oxygen Demand 化学的酸素消費量 

C/P Counterpart カウンターパート 

DIPROCA 

National Directorate of Environmental 
Quality Protection 
（Direction de Protección de la Calidad 
Ambiental） 

環境保全局 

GIS Geological Information System 地理情報システム 

IDB Inter-American Development Bank 米州開発銀行 

General Requirements for the 
Competence of Testing and Calibration 
Laboratories 

試験所及び校正機関の能力に関する

一般要求事項 
 ISO / 

IEC 17025 ISO/IEC: International Organization for 
Standardization / International 
Electrotechnical Commission 

（ISO/IEC：国際標準化機構/国際電気

標準会議 

JCC Joint Coordinating Committee 合同調整委員会 

JICA Japan International Cooperation Agency 国際協力機構 

MEF Ministry of Economy and Finance 経済財務省 

PDM Project Design Matrix 
プロジェクト・デザイン・マトリッ

クス 

PO Plan of Operations 活動計画 

R/D Record of Discussion 討議議事録 

SOP Standard Operation Procedure 標準作業手順書 

TC Technical Committee テクニカル・コミッティ 

QA/QC Quality Assurance and Quality Control 品質保証/品質管理 

 



 

 

水質分析・元素記号及び化学式 
 

略語 正式名称 日本語 

Br- Bromine Ion 臭素イオン 

Cl- Chloride 塩素イオン 

CN- Cyanide Ion シアン化物イオン 

Cr6+ Chromium Hexavalent 六価クロム 

DS Dissolved Solid 溶解性物質 

EC Electric Conductivity 電気伝導度 

F- Fluorine Ion フッ素イオン 

F-Coli Fecal Coliform 糞便性大腸菌群数 

HC Hydro Carbon 全炭化水素 

Hg Mercury 水銀 

NH4-N Ammonium- Nitrogen アンモニア態窒素 

NO2-N Nitrite-Ion 亜硝酸態窒素 

NO3-N Nitrate-Nitrogen 硝酸態窒素 

Pb Lead 鉛 

pH Hydrogen Ion Concentration ペーハー、水素イオン濃度 

PO4
3- Phosphate Ion リン酸イオン 

SO4
2- Sulfate Ion 硫酸イオン 

SS Suspended Solid 全粒子状物質 

T-Coli Total Coliform 全大腸菌群数 

TN Total Nitrogen 全窒素 

TP Total Phosphorus 全リン 

TS Total Solid 全蒸発残留物 
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評価調査結果要約表 
１．案件の概要 

国名：パナマ共和国 案件名：水質モニタリング技術計画フェーズⅡ 

分野：環境管理 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：地球環境部環境管理グループ 協力金額（評価時点）：約3.0億円 

 先方関係機関：国家環境庁（ANAM） 

2008年11月～2012年11月 日本側協力機関：（株）建設技研インターナショナル

 
協力期間 
 

（48カ月間） 他の関連協力：なし 

１－１ 協力の背景と概要 

パナマ共和国（以下、「パナマ」と記す）では、全人口（約340万人）の過半数が首都パナマ

市及び中央部を抱えるパナマ県に集中しており、環境の悪化が深刻な問題となっている。パナ

マ市街域を流れる河川の水質汚濁は特に深刻で、それらが流入するパナマ湾の汚染も進行して

いる。 
このような状況に対応するため、パナマでは、排水基準値を設けた法律を施行し、その基準

値の遵守状況を監督する機関である国家環境庁（National Environmental Authority：ANAM）を設

立した。ANAMはラボを活用した河川等、環境質のモニタリングの実施や汚染状況等の技術レ

ポートの取りまとめ、基準の達成状況の確認などを所掌する。しかし、人員、行政、体制等の

側面から実施能力不足であったため、パナマ政府は日本政府に水質モニタリング体制の整備と

段階的な排水規制に関する環境検査能力の向上を目的とした技術協力プロジェクト「水質モニ

タリング技術計画」（以下、「フェーズI」）を要請し、2003年10月より3年間でプロジェクトを実

施した。フェーズⅠ終了後、ANAMは同プロジェクトの実施機関であった環境質ラボラトリー

（以下、「環境質ラボ」）を中心に水質モニタリングを本格的に実施しているが、同ラボが有す

る分析精度・技術はまだ初歩的なものであり、監督指導するレベルに達するためには、一層の

能力向上が必要であった。このような状況から、フェーズIから継続した支援が必要として、パ

ナマ政府から「水質モニタリング技術計画フェーズⅡ」（以下、「本プロジェクト」）が日本政府

に要請された。これを受けて、JICAは2008年11月から本技術協力プロジェクトを開始した。 
 
１－２ 協力内容 

本プロジェクトは、パナマのANAMに属するラボの水質に関する情報提供能力向上を目的に、

同ラボのサンプリング・水質分析能力向上、科学的知見に基づく品質保証/品質管理（Quality 
Assurance and Quality Control：QA/QC）手法の確立とその実践能力の向上を図る。 
（1）上位目標 

パナマにおける水質（表流水、排水）基準の達成度管理能力が強化される。 
 
（2）プロジェクト目標 

ANAM環境質ラボがQA/QCシステムの導入により、ANAMの環境管理に資するような信

頼性のある情報を提供できる。 
 
（3）成果 

1）ANAM環境質ラボのサンプリング・分析技術能力が向上する。 
2）ANAM環境質ラボのQA/QC手法が改善される。 
3）ANAM環境質ラボの環境モニタリングに基づく科学的知見を提供する能力が強化され

る。 
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（4）投入（評価時点） 
日本側：総投入額 約3.0億円 

短期専門家派遣：9名（60.89人/月） 
機材供与：10,400千円 
ローカルコスト負担：24,465千円 
研修員受入：3名 

相手国側： 
カウンターパート配置：延べ32名 
土地・施設提供：オフィス（家具等含む） 
ローカルコスト：水質モニタリング消耗品、会議・セミナー等開催費の一部負担、光熱費

２．評価調査団の概要 

調査者 日本側 
担当分野 氏 名 所 属 

総括 水口 正美 JICA国際協力専門員 
協力企画 伊藤 民平 JICA地球環境部環境管理グループ環境管理第二課

主任調査役 
評価分析 倉本 健一 （株）オリエンタルコンサルタンツ GC事業本部

地球環境部 
パナマ側 

氏名 所属 
Mr. Silvano Vergara 国家環境庁（ANAM） 次官 
Mr. Billy Ubillús Bonini ANAM環境保護局（DIPROCA） 局長 
Ms. Valia Sousa ANAM環境政策・計画・プロジェクト室 
Dr. Genoveva Quintero ANAM総合流域管理局 プロジェクトコーディネーター 
Ms. Paola Jaén ANAM国際協力室 チーフ 
   

調査期間  2012年5月20日〜6月7日 評価種類：終了時評価 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

成果１：ANAM環境質ラボのサンプリング・分析技術能力が向上する。 
以下の理由により、成果１はおおむね達成しており、本プロジェクト終了時までに完了す

る見込みである。 
当初予定の20分析項目を超える23項目の標準作業手順書（Standard Operation Procedure：

SOP）が作成され、本プロジェクト終了時までに1項目（全炭化水素）のSOPが作成される見

込みである。SOPは成果２で改良されたQA/QCシステムに基づいて作成（うち、8項目は改訂）

されたものであり、このSOP及びサンプリングマニュアルに基づいて、技術移転トレーニング

が繰り返し実施され、カウンターパート（Counterpart：C/P）は技術を習得した。データは2,700
サンプルに達し、ANAMで使用する内部報告書に利用されている。 

 
成果２：ANAM環境質ラボのQA/QC手法が改善される。 

成果２は、不確実性試算の技術手法を現在所属するC/Pが確実に習得すれば、プロジェクト

終了時までに達成可能と評価された。 
測定機器の校正マニュアルが作成され、これを基に技術トレーニングが実施、校正手法が

習得された。不確実性の試算手法については、5分析項目に対して実際のデータを用いて試算

手法のトレーニングが実施された。しかし、C/Pの習得度にばらつきがあり、また、C/Pの交
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代も生じたことから、ラボとして不確実性を試算しQA/QC手法に取り組むまでに至っていな

い。成果１で記述したとおり、SOPはISO/IEC 17025に対応したQA/QCに基づいて作成されて

おり、本プロジェクトにより、サンプリングの受入れ、分析野帳等の整備が行われ、技術移

転トレーニングを通じて運用が行われている。また、改善されたQA/QCシステムに基づいた

模擬内部監査が実施され、計10名の内部監査員が養成された（うち1名は、DIPROCA所属）。

 
成果３：ANAM環境質ラボの環境モニタリングに基づく科学的知見を提供する能力が強化さ

れる。 
以下の理由により、成果３はおおむね達成しており、本プロジェクト終了までに完了の見

込みである。 
産業排水のモニタリング実施に必要な汚染源インベントリー等の収集・整理がトレーニン

グを通じて実施された。工場への立ち入り検査への同行などを通じて、排水モニタリング実

施の能力強化が行われた。河川水質のデータ解釈手法として分析項目間の相関（例えば、電

気伝導度と溶解性物質）の検討を実データを用いて行った。また、水質と汚染源の関係や水

質の時系列解析手法の習得を通じて、汚濁物質の挙動を解析する手法を習得した。パナマ国

中央部に位置するラビージャ川をモデル流域として、汚染源インベントリー、人口分布、土

地利用等を検討し、水質モニタリング計画が作成された。さらに、水質基準の妥当性評価や

基準との比較による汚染度の解析を目的として、日本、英国、米国、ブラジルの河川水質基

準が紹介され、水質の評価手法の知見が深まった。 
 

プロジェクト目標：ANAM環境質ラボがQA/QCシステムの導入により、ANAMの環境管理に

資するような信頼性のある情報を提供できる。 
以下の理由により、プロジェクト目標はおおむね達成している。 
終了時評価時点で、23分析項目のSOPが作成され、全炭化水素のSOPが本プロジェクト終了

時までに作成されれば、合計24項目のSOPが確立される見込みである（指標１）。サンプリン

グ及び水質分析を確立されたQA/QC手法に基づき実施するノウハウは習得された。精度管理

試験の結果では、15分析項目で繰り返し精度10％以内に収まり、残りの項目についても、信

頼性を客観的に示すことができた。水質モニタリングデータは科学的かつQA/QCに沿った解

析がされ（指標２）、3つの内部報告書（排水許可検討、排水モニタリング及び河川水モニタ

リング）が作成され、さらに、これらの結果は一般公開向けの報告書として別途まとめられ、

ANAMのWebサイトで紹介されている（指標３）。 
 
３－２ 評価結果の要約 

（1）妥当性 
本プロジェクトにおける、「妥当性」は高い。 
パナマは、深刻化する水質悪化に対応すべく、2007年に「国家水資源政策」を掲げ、「水

資源の総合的管理」を重要方針として定めている。 
ANAMは1998年に制定された環境法第41号に基づき設立され、2002年の技術則を経て

2006年にANAMに排水基準達成の監督権限が与えられた。また、2006年に制定されたANAM
の組織法により、環境質ラボに、以下の責務が与えられた。 

① 環境基準の達成度を示すための技術的根拠を示す分析レポートの作成 
② 最大排出許容限度や基準を基に、環境質（水、大気、騒音及び土壌）の汚染状況を

確認する。 
したがって、本プロジェクトはANAMのニーズに合致している。 
また、わが国の「対パナマ共和国事業展開計画」において、本プロジェクトは、「環境保

全プログラム」に位置づけられる。したがって、本プロジェクトはパナマ及びわが国の方
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針に合致するものである。 
加えて、本プロジェクトで対象としたANAMを通じたモニタリング能力の向上により、

より適切な環境管理が実現されることが期待され、課題に対するアプローチとしても適切

である。 
 

（2）有効性 
本プロジェクトにおける、「有効性」は高い。 
プロジェクト目標は、前述のように不確実性試算の技術手法に関する追加のトレーニン

グを本プロジェクト終了までに行えば、達成する見込みで、ANAMが科学的知見に基づい

た信頼性のあるデータを提供する能力は強化された。 
3つの成果はおおむね達成しており、プロジェクト目標の達成に貢献している。すなわち、

成果１で、サンプリング及び水質分析にかかわる技術が習得され、成果２では、確立され

たQA/QC手法を改善し、実施能力の向上がみられた。成果３では、成果１及び２で導かれ

たデータを科学的知見を基に評価し、水質の汚染状況を把握する手法が学ばれた。 
 
（3）効率性 

本プロジェクトにおける、「効率性」は中程度である。 
日本人専門家の指導科目は、水質モニタリング（サンプリング及び現地測定）、水質分析、

QA/QCと多岐にわたり、いずれもプロジェクト目標達成には不可欠な分野である。2年次よ

り専門家が長期にわたり現地に滞在したことにより、C/Pとのコミュニケーションの向上、

フレキシブルな技術移転メニューの作成に貢献できた。本邦研修は、計2回実施され、延べ

3名の参加があった。研修メニューは「水質管理行政」、「水質分析（水銀測定）」でニーズ

に沿ったものであったといえる。C/Pは、化学または生物学の学位を有しており、基礎的な

サンプリング・分析能力は十分であった。したがって、いずれの投入も適切なものであっ

たと判断できる。 
しかしながら、C/Pが頻繁に退職、交代したため、技術の継承が難しく、結果として同じ

研修を繰り返し行うという非効率な面がみられた。また、環境質ラボ施設の電気事情によ

り、導入された機材が有効に活用できないケースがあったほか、パナマ側の予算の執行が

タイムリーに行われず、原子吸光光度計の修理ができず、当初目的としていた鉛（Pb）の

分析研修が十分に行えなかったなど非効率な面は否定できない。さらに本プロジェクト開

始直後に、大統領選挙によりC/Pの活動が著しく制限されるなど、一部外的要因による遅延

もみられた。 
 
（4）インパクト 

上位目標の達成指標は、「水質サンプリングの実施能力」、「水質分析の実施能力」及び「モ

ニタリング地域の拡大」である。本プロジェクトの成果１の達成により、環境質ラボはサ

ンプリング及び水質分析の技術的手法を学ぶことができた。成果２では、確立されたQA/QC
手法の実施能力が習得された。これらの成果によって、ラボの職員は、サンプリング・水

質分析を適切に実施し、科学的知見のあるデータを提供する能力を有したといえる。成果

３では、水質モニタリング計画の作成手順を学び、また、データを科学的知見に基づいて

評価し、水質汚染状況を解析する手法を学んだ。実際、ANAMは以前から、河川水、工場

排水のモニタリング活動を実施しており、モニタリングデータを水質基準の達成度管理に

供する土台は出来上がっている。したがって、今後、ラボの人員が維持され、本プロジェ

クトで確立されたQA/QCに従ってサンプリング・水質分析活動を継続していけば、上位目

標を達成する見込みは十分ある。 
上位目標達成以外のインパクトとしては、以下の2点が挙げられる。 
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① 環境質ラボで測定されたデータは、報告書に集計され、外部機関で利用されている。

② 本プロジェクトがメディアに取り上げられ、環境意識向上に貢献した。 
一方、本プロジェクトによる負のインパクトは、終了時評価時点では確認されていない。

 
（5）持続性 

本プロジェクトの持続性は、政策・制度面、技術面で比較的高いが、組織・財政面の持

続性が懸念され、全体として中程度と評価できる。 
1）政策・制度面 

以下の理由により、本プロジェクトの政策・制度面における持続性は高いといえる。

ANAMは1998年に制定された環境法第41号に基づき設立され、2002年の技術則を経て

2006年にANAMに排水基準達成の監督責務が与えられた。また、環境質ラボには2006年
に制定されたANAMの組織法により、水質基準達成のためのモニタリング及び技術的解

析の役割が与えられている。加えて国民の関心も高い。 
2）技術面 

以下の理由により、本プロジェクトの技術面における持続性は高いといえる。 
前段のフェーズⅠから、水質モニタリングに係る技術移転の支援は継続しており、環

境質ラボの設備面、C/Pの能力面は既に一定のレベルを有しているといえる。終了時評価

時点で23分析項目のSOPが確立され、これに基づき技術トレーニングが実施され、精度管

理試験結果からも信頼性の高いデータを提供する能力を有しているといえる。また、既

にルーチンワークとして、排水許可申請のチェックや、河川水・排水モニタリングを実

施しており、その範囲は広がっている。モニタリングを実施するニーズ、オーナーシッ

プも高く、継続して水質モニタリングを実施し、独力で技術向上をめざすことは十分期

待できる。一部、人員面での懸念は存在するが、技術を継承するための仕組みとしてSOP
は整備されている。 

3）組織・財政面 
一方で、組織・財政面をみると、以下のように本プロジェクト中においても阻害要因

となる状況が確認され、組織・財政面での持続性は現時点では低い。 
本プロジェクト開始時の2008年末より継続して所属するラボの職員は、ラボ所長を除

くと3名のみであり、現職の残り4名は2010年の運営指導調査以降に採用された職員であ

る。また開始時は12名在職していたが、終了時評価時点では8名に減少していた。ラボ職

員のうち、正職員は所長のほかはわずか1名で、そのほかは1年契約の契約職員である。

職員へのヒアリング結果においても不安定な雇用を問題視する意見が多く出された。ま

た、より良い雇用を求めて民間へ転職するケースもみられ、本プロジェクト中において

も、4名が1年未満で退職している。このような雇用体系は大きく改善されることは難し

く、雇用の不安定さは技術の継承に影響を及ぼし、また、絶対的な要員不足はモニタリ

ング活動の継続を制限しかねない。加えて、環境モニタリングの責任者である環境保全

局（National Directorate of Environmental Quality Protection：DIPROCA）局長も、本プロジ

ェクト期間中に6名交代している。 
ANAMにおける予算執行の問題も、水質モニタリングの継続に影響を与える。ANAM

環境質ラボの年間予算は、人件費を除いて2011年度は約10.3万米ドル、2012年度は17.5万
米ドルで予算規模としてはさほど不足はない。しかし、2011年度は予算額の50％程度し

か執行されておらず、執行もタイムリーにされていない。予算執行に関しては、一定額

以上の執行がANAM内部で完結しないというパナマ特有の予算執行システムに依存する

部分は大きいものの、河川水モニタリング活動の時期を逸したという例もみられた。 
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３－３ 効果発現に貢献した要因 

（1）計画内容に関すること 
米州開発銀行（IDB）によるISO/IEC 17025認証取得支援との協調 
ANAMは2008年よりIDB支援を通じたISO/IEC 17025の認証取得に取り組んでいる。JICA

の支援による本プロジェクトは当初、QA/QCシステムの構築を活動に盛り込んでいたが、

IDB支援により、品質マニュアルと一部のSOPやマニュアルが作成された。そこで、2010年
10月にPDMの改訂を行い、成果２の指標についてQA/QCシステムの構築（Preparation）から

改良（Improvement）に変更を行った。IDB支援は、本プロジェクトのQA/QCシステムの改

良に良い基盤を提供し、効果的な目標達成に貢献したものといえる。また、本プロジェク

トで養われたサンプリング･水質分析能力や精度管理試験等のQA/QC手法は、ISO/IEC 17025
の認証取得に欠かせないものであり、今後の認証取得に貢献するものと思われる。 

 
（2）実施プロセスに関すること 

日本人専門家の長期投入 
日本人専門家が、比較的長期にわたって現地に滞在することにより、コミュニケーショ

ンが密になり、また、C/Pのレベル・ニーズに応じてフレキシブルに研修メニューを変更す

ることができた。 
 
３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

（1）計画内容に関すること 
終了時評価時点で、計画内容に影響する要因は認められなかった。 

 
（2）実施プロセスに関すること 

1）大統領選挙による活動の遅延 
2009年に実施された大統領選挙中、C/Pが選挙対応に追われ、本プロジェクトの活動が

事実上中断された。 
2）度重なるC/Pの退職、交代 

本プロジェクトの開始から、C/Pの退職・交代が相次ぎ、トレーニングが行われた技術

の継承に難しさがあり、結果的に同じトレーニングを繰り返すなど、非効率であった。

また、プロジェクトダイレクターであるANAM次官の空席、DIPROCA局長やラボ所長の

交代は、プロジェクト運営や予算の執行に影響を及ぼした。他方、運営指導調査以降は、

JICAからの強い申入れもあり、状況に改善が見られた。 
3）予算執行の遅延 

予算の執行の遅延により、環境質ラボの電力改善、分析機器の修理に遅れが生じた。

具体的には、原子吸光光度計の修理が実施されなかったため、技術移転対象項目である

鉛の技術研修が講義中心となり、実際の分析能力の強化に課題が残った。 
 
３－５ 結論 

本プロジェクトの妥当性、有効性は高い一方で、効率性に関しては、C/Pの退職・交代が頻繁

に生じ、技術の継承がうまくいかなかった問題がみられた。また、持続性に関しても、C/Pのバ

ックグラウンドは高く、本プロジェクトを通じたモニタリング能力の強化がみられた一方で、

前述の不安定な雇用による非効率な技術の継承、タイミングを逸した予算の執行が、今後の水

質モニタリングの継続に不透明さを残す結果となった。しかしながら活動の継続を通じ、上位

目標は達成可能と判断され、正のインパクトも確認されており、プロジェクト目標は達成の見

込みと評価されたことから、プロジェクトは当初の予定どおり終了することが適切である。 
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３－６ 提言 

本終了時評価調査結果を踏まえて、本プロジェクト終了時までに実施する事項、及び終了後

も継続して取り組むべき事項についてそれぞれ以下に提言する。 
（1）プロジェクト終了時までに取り組むこと 

1）対象24分析項目のうち、全炭化水素のSOPをプロジェクト終了時までに作成し、これに

基づいた実習（水質分析トレーニング）を完了すること。 
2）ヒアリング及び協議において、不確実性試算の手法に関するC/Pの習得度にばらつきが

みられ、なかにはトレーニングを受けたという認識がないC/Pも見受けられた。残りのプ

ロジェクト期間中に追加のトレーニングを実施し、習得度の強化が望まれる。また、こ

れにあたっては、C/Pが最大限トレーニングに参加できるようルーチンワークなどとのス

ケジュール調整が必要である。 
 

（2）プロジェクト終了後も引き続き取り組むこと 
1）ラボの職員の安定雇用は、パナマ政府機関・公務員の雇用システムや民間企業との待

遇の格差などの影響もあり、容易ではない。しかしながら、水質モニタリング活動を継

続・拡大し、上位目標である「水質基準達成の管理能力強化」を達成するためには陣容

の安定・強化は不可欠である。差し当っては、現在DIPROCA局長が正式要請している3
名の新規雇用が強く望まれる。 

2）前述のとおり、持続性に影響を与える懸案事項として予算執行の問題が挙げられる。

DIPROCA局長らC/Pへの聞き取り及び近年のパナマの経済成長を鑑みても、予算申請その

ものに問題は見受けられない。しかしながら、予算執行に関しては、一定額以上の執行

がANAM内部で完結しないというパナマ特有の予算執行システムに依存する部分は大き

いものの、タイムリーに予算を使えない問題は、現実に多くの問題を誘発している。特

に、環境質ラボの電力改善や原子吸光光度計の修理は以前から指摘され、予算計上され

ているもののいまだ解決していない問題であり、早急の解決が求められる。 
3）現在、故障している機器の修理を提言する。特に原子吸光光度計は、環境質ラボの分

析能力の向上に貢献する。また、環境質ラボの電気系統の改善を行い、分析機器が効率

的に運用ができるよう提案するものである。さらに、環境質ラボのデザイン、分析機器

の配置の検討により、上記、電気系統の改善を待たずに効率的な運用が図れることも合

わせて提言を行った。 
 
３－７ 教訓 

環境モニタリングを行う本プロジェクトにおいて、分析機器の故障は大きな阻害要因となり

かねない。本プロジェクトにおいては原子吸光光度計が故障し、パナマ側の予算措置の問題も

あり、修理されずに時間が経過した。こうした問題への対処として、プロジェクト開始前にお

けるパナマ側への条件の提示や、プロジェクト中においても、先方の予算申請プロセスを考慮

した側面支援（例えば修理費用の予算申請措置など）等を行うことが1つの対処法として考えら

れる。 
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Summary of the Evaluation Results 
 

I. Outline of the Project 

Country：Republic of Panama Project Title: The Water Quality Monitoring 
Techniques Project (Phase II)  

Issue / Sector：Environmental Management  Cooperation Scheme: Technical Cooperation Project

Division in Charge: Global Environment 
Department 

Total Cost: Total cost (as of June 2012): 
Approximately JPY 300 million 
Partner Country’s Implementing Organization： 
National Environmental Authority (ANAM)  

Period of 
Cooperation 

November, 2008 – November, 
2012 (48 months) 

Supporting Organization in Japan： 
CTI Engineering International Co., Ltd.  

Related Cooperation： None 

1. Background of the Project 
The Republic of Panama has been facing serious environmental degradation since the majority of the 

total population (approx. 3.4 million) is concentrated in Panama Prefecture, especially in Panama City. 
The increased pollution load of river water in the urban area of Panama City has resulted in water 
pollution in Panama Bay.  

In order to tackle with environmental deterioration mentioned above, the Government of Panama
promulgated the law No. 41 in 1998 which regulates environmental control measures and enforces the
entire nation to observe this law. The National Environmental Authority (hereinafter called “ANAM”) 
was invested to supervise the degree of compliance of these wastewater standards. Despite this 
supervising authority, ANAM is not in a position at present to adequately perform its duty due to 
incapacitated structure in terms of human resources and the administrative system. With such 
background, the Government of the Republic of Panama requested the technical cooperation from Japan
International Cooperation Agency (hereinafter called “JICA”) for the Water Quality Monitoring 
Techniques Project (hereinafter called “Phase I of the Project”). This Project was carried out over three 
years starting in October 2003. 

ANAM Environmental Quality Laboratory (hereinafter called “Laboratory”) has implemented water 
quality monitoring since Phase I, however, their capacities in the field of analytical methodologies and
technologies were not satisfactory in enabling ANAM to lead environmental management. Therefore,
faced with such a situation and pursuant to subsequent implementation of technical cooperation after 
Phase I of the Project, the Government of the Republic of Panama has requested JICA for another
technical cooperation for Phase II of the Project. In response to this, JICA has started capacity 
development on The Water Quality Monitoring Techniques Project (Phase II) (hereinafter called “the 
Project”).   
 
2. Project Overview 

This Project aims at capacity strengthening of ANAM with respect to providing reliable information 
for water quality management through improvement of sampling and water analysis techniques and 
establishment of quality assurance and quality control system.   
(1) Overall Goal:  

The management capacity with respect to the fulfillment of surface waters and effluent standards of 
the Republic of Panama is strengthened.  
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(2) Project Purposes: 
The Environmental Quality Laboratory is able to provide reliable information through the 

implementation of QA/QC to contribute to the strengthening of the ANAM environmental management.
(3) Outputs: 

1) The technical capacity of sampling and analysis of ANAM Environmental Quality Laboratory is 
increased. 

2) The implemented QA/QC system of ANAM Environmental Quality Laboratory is improved. 
3) The capacity of ANAM Environmental Quality Laboratory to provide scientifically-based 

knowledge and information, with respect of environmental monitoring process, is strengthened. 
(4) Inputs (as of this terminal evaluation) 
Japanese side： 

 Japanese experts 
Short-term: 9 persons (60.89 MM)  

 Equipment: approximately JPY 10.4 million  
 Support for Local Activity Cost: approximately JPY 24.465 million 
 Training courses in Japan: 3 persons  

Panamanian side： 
 Total 32 personnel from ANAM  
 Project Office in Laboratory  
 Cost-sharing of operational expenses: sampling, chemical analysis, utilities, workshops and 

seminar in part)  

II. Evaluation Team 

Members of 
Review Team 

Japanese Side 
(1) Leader, Mr. Masami Mizuguchi, Senior Advisor, JICA  
(2) Cooperation Planning, Dr. Mimpei Ito, Environment Management Division II,

Environmental Management Group, Global Environment Department, JICA 
(3) Evaluation Analysis, Mr. Kenichi Kuramoto, Consultant, Oriental Consultants Co., 

Ltd.  
Panamanian Side 
(1) Mr. Silvano Vergara, Sub-Administrator General, ANAM  
(2) Mr. Billy Ubillús B., Director, DIPROCA, ANAM  
(3) Ms. Valia Sousa, Staff from the area of the Projects, Planning and Environmental 

Policy Office, ANAM  
(4) Dr. Genoveva Quintero, Project Coordinator, Integrated Watershed Management 

Directorate, ANAM  
(5) Ms. Paola Jaén, Chief of International Cooperation Office, ANAM 

Period of Evaluation： May 20, 2012 – June 7, 2012 Type of Evaluation： Terminal Evaluation 

III. Results of Evaluation 

1. Achievements 
(1) Project Purposes: The Environmental Quality Laboratory is able to provide reliable information 
through the implementation of QA/QC to contribute in the strengthening of the ANAM environmental 
management. 

For the following reasons, it can be said that the Project purpose has almost been achieved.  
Standard Operation Procedures (hereinafter called “SOPs”) of 23 parameters have been developed, it 

is expected the SOP for total hydrogen carbon (hereinafter called “TC”) will be developed by 
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termination of the Project (Indicator 1).   
Counterpart personnel (hereinafter called “C/Ps”) are skilled at implementing sampling and water 

quality analysis work and providing reliable data based on the established QA/QC procedures. C/Ps 
conducted accuracy testing with 15 parameters achieving a sufficient level. In addition, the results of 
testing showed that the reliability of the other 8 parameters was good (Indicator 2).  

Also, monitoring data was scientifically evaluated and summarized in the ANAM reports and the data 
was introduced on the website (Indicator 3).   
 
(2) Outputs 
Output 1:  The technical capacity of sampling and analysis of ANAM Environmental Quality 

Laboratory is increased. 
For the following reasons, Output 1 has almost been achieved.   
SOPs of 23 parameters (20 parameters were selected originally) have been developed as of the end of 

May with the remaining one SOP expected to be developed by the termination of the Project. SOPs were 
developed in accordance with the improved QA/QC system in Output 2, and technical training on water 
quality analysis was implemented based on the SOPs. C/Ps have become skilled in conducting sampling 
work and providing qualified data based on the SOPs and manuals. In addition, water quality monitoring 
has been conducted based on Output 1, with the data being summarized in the internal technical reports 
utilized in ANAM. The number of evaluated data has reached approximately 2,700 samples.   
 
Output 2:  The implemented QA/QC system of ANAM Environmental Quality Laboratory is improved.

Output 2 can be achieved if the remaining activity, additional training of uncertainty analysis 
calculation technique, is conducted.   

The equipment calibration manual has been developed and technical training was conducted. 
Therefore, C/Ps are skilled in calibration methods. Training on an uncertainty analysis calculation 
technique utilizing data of 5 parameters was conducted. As explained in the section Output 1, SOPs were 
developed based on the established QA/QC system according to ISO/IEC 17025. The process of 
registration of sample and verification of analysis data follows the developed quality control manual 
based on the ISO/IEC 17025. A total of 10 auditors (one of them is a member of ANAM but not 
Laboratory staff) have been instructed through a demonstration on internal audits.   
 
Output 3: The capacity of ANAM Environmental Quality Laboratory to provide scientifically-based 

knowledge and information, with respect of environmental monitoring process, is 
strengthened. 

For the following reasons, Output 3 has almost been achieved. 
Technical training on wastewater monitoring was conducted by preparing an inventory of pollution

sources and by site inspections. C/Ps are skilled in wastewater quality monitoring. Technical training on 
interpretation of water quality data co-relation evaluations (e.g. EC and DS) was implemented. Also,
training on pollution sources (dwellings, factories, agricultural land, etc.) as well as annual and seasonal 
trends of water quality was conducted for C/Ps, and they acquired skills for interpreting the behavior of 
water contaminants.   

The water quality monitoring plan, in which La Villa River was selected as a model river basin, has 
been developed through evaluation of the inventory of pollution sources, population distribution, 
landuse, etc. River water quality standards in Japan, England, Florida USA, and Brazil were introduced 
to C/Ps. C/Ps deepened their knowledge on the relevancy of water quality standards. 
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2. Summary of Evaluation Results 
(1) Relevance 

The relevance of the Project is high.   
The National Water Resource Policy from 2007, which is a part of the National Development Plan, 

defines “establishment of integrated water resource management” as one of the priority policies to tackle 
water pollution.   

The Panamanian government promulgated Law No. 41 in 1998, which regulates environmental control 
measures and enforces the entire nation to observe this law under supervision of ANAM. The resolution 
of technical regulations under the law states ANAM as the authorized entity to inspect compliance with 
environmental standards. The Ministerial Order of MEF No.163 defines the functions of the Laboratory, 
which include:  

1) Scientific analysis on the state of achievement of environmental standards (water, air, noise, 
vibration and soil)  

2) Implementation of monitoring in order to verify achievement of environmental standards 
Therefore, the Project matches the needs of the Laboratory.   
According to the “Rolling Plan for the Republic of Panama” established by the Japanese government, 

the Project is included in “Program of Environment Conservation” under the development issue of 
“Environment Conservation.”  

Thus, it can be said that the Project deals with the prioritized issue of both Panama and Japan. 
The approach taken by the Project for the enhancement of environmental management capacity is 

adequate, since proper environmental management will be expected through the enhancement of 
monitoring capacity of ANAM by the Project. 

 
(2) Effectiveness 

The effectiveness of the Project is high.   
It is expected that the Project purpose will be achieved if additional training on uncertainty analysis 

calculation is implemented by the termination of the Project. C/Ps are skilled in providing reliable 
information based on scientific knowledge.   

Three outputs have almost been achieved and will lead to the Project achievement. C/Ps are skilled in
water sampling and analysis techniques (Output 1), the QA/QC system has been improved and C/Ps are 
capable of implementing sampling and water analysis in accordance with the system (Output 2). Finally,
C/Ps have strengthened their capacity for scientifically evaluating data and water contaminants (Output 
3).   
(3) Efficiency 

The efficiency of the Project is moderate.   
The Japanese experts covered the fields of “water quality monitoring,” “water quality analysis” and 

“QA/QC.” Longer assignment of the experts enabled flexibility in technical transfer activities and 
improvement of communication. This contributed to reducing the gap in technical ability through daily 
cooperation between the experts and C/Ps. The training in Japan was conducted twice: one training menu 
was “water quality management,” and the other was “water quality analysis (mercury analysis).” The 
training program was satisfactory according to the C/Ps. C/Ps counted on certified chemists and certified 
biologists for sampling and water quality analysis.   

During the training period, many of the C/Ps resigned. This situation affected the continuity of 
technical transfer, and the experts had to repeat the same training menu. In addition, a problem arose due 
to ineffective installation of some equipment because of the inadequate electricity conditions in the 
Laboratory. Budget execution of Panamanian side was delayed in spite of adequate budget allocation, 
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which led to insufficient equipment maintenance and repair. Since the atomic absorption 
spectrophotometer has not yet been repaired, training for lead (Pb) analysis could not be completed. 
Furthermore, the presidential election interrupted C/Ps’ activities.  

 
(4) Impact 

Indicators of the overall goal of the Project can be summarized as “strengthening of water sampling,” 
“strengthening of water quality analysis” and “expansion of water quality monitoring area.” Output 1 led 
to an increase in technical skill for sampling work and water quality analysis. C/Ps have become skilled 
in implementing those works based on the established QA/QC system (Output 2). Also, C/Ps have been 
trained on data evaluation based on scientific knowledge and interpretation of water contaminant 
behavior (Output 3). In fact, ANAM has been conducting monitoring of river water and industrial 
discharged water, and basic skills for controlling fulfillment of water quality standards have been 
established. Therefore, it is expected that the overall goal will be reached if C/Ps continue sampling 
activities and water quality analysis based on the established QA/QC procedures. 

Certain impacts of the Project have been observed.   
1) The data compiled by ANAM lab is used by external organizations and acknowledged positively.  
2) The Project was highlighted by the mass media, which raises public awareness. 
No negative impacts have been caused by the Project as of this moment.   

(5) Sustainability 
The sustainability of the Project is high in terms of policy and institutional and technical aspects. On 

the other hand, in terms of organizational and financial aspects sustainability is relatively low. Therefore,
the total sustainability is moderate.  
Policy Aspect 

The sustainability of the Project is high in terms of policy matters.   
ANAM’s responsibility in supervising water quality management is clearly stated in Environmental 

Law No. 41 and technical regulations. In addition, the Ministerial Order of MEF No.163 defines the 
functions of the Laboratory with respect to water quality monitoring and scientific interpretation for 
compliance of water quality standards. Furthermore, Panamanian citizens have high awareness regarding
water pollution. 
Technical Aspect 

The sustainability of the Project is high in terms of technical matters.   
Technical transfer has continued since starting PROTEMOCA I, and the Laboratory conditions and 

capacity of C/Ps have reached an adequate level. SOPs for 23 parameters have been developed, and C/Ps 
are capable of conducting water quality monitoring based on the SOPs. The results of accuracy testing 
have indicated that C/Ps can provide reliable data. ANAM has conducted inspections on water discharge 
permission, river water and industrial discharged water monitoring, and its monitoring area has 
expanded. Ownership on monitoring activities in C/P is high; therefore, it is expected that ANAM will
continue water quality monitoring and improve their capacity. Although there was a concern about the 
turnover of staffs, SOPs can be utilized for the inheritance of technology. 
Organizational and Financial Aspects 

The Laboratory personnel who have continued working in the Laboratory are only 4 people including 
the Chief of the Laboratory. The remaining 4 personnel have been assigned since after the mid-term 
evaluation in 2010. The total number of personnel has been reduced from 12 to 8. Only 1 person is a 
permanent staff member besides the Chief of the Laboratory, and the others are recruited through annual
contracts. Contract-based personnel feel negative about these unstable conditions according to an
interview. 4 personnel transferred to a private firm, in order to find a better job before their contract 
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ended. It seems difficult to drastically improve such recruitment conditions; however, these conditions 
can disturb the continuity of technical transfer. Also, the lack of personnel could negatively impact the
implementation of water quality monitoring. In addition, the fact that the director of DIPROCA, who is 
responsible for water quality monitoring, was changed six (6) times during the Project resulted in a
negative impact on the sustainability of the Project. 

The annual allocated budget in 2011 was approximately 103 thousand dollars, and in 2012, it is 175 
thousand dollars, excluding labor costs. This budget amount seems reasonable. However, in 2011, only 
51% of the allocated amount was used. The delay in budget execution has caused inadequacies in
equipment maintenance and repair and monitoring works.   
 
3. Factors that Promoted Realization of Effects 
Collaboration between IDB Assistance on Certification of ISO/IEC 170251 

ANAM has dealt with certification of ISO/IEC 17025 since 2008 when Inter-American Development 
Bank (hereinafter called “IDB”) assisted ANAM in becoming certified. The Project aimed at 
establishment of a QA/QC system first, while the QA/QC manual and parts of SOPs were developed 
under IDB assistance. Therefore, the PDM of the Project was revised and an indicator of Output 2 was 
changed from “establishment of QA/QC system” to “improvement of QA/QC system.” IDB assistance 
provided a good basis for improvement of the QA/QC system under the Project, promoting effective 
achievement of the Project purpose. In turn, improvement of water sampling and analysis techniques and 
QA/QC procedures will promote certification of ISO/IEC 17025 in the future.   
Longer Assignment of Experts 

Longer assignment of the experts enabled flexibility in technical transfer activities and improvement 
of communication. This contributed to reducing the gap in technical ability through daily cooperation 
between the experts and C/Ps. 

 
4. Factors that Impeded Realization of Effects 
Delay due to Presidential Election 

The presidential election caused stagnation of the Project activities because C/Ps had to be involved in 
the election campaign.   
Frequent resignations and change of C/Ps  

Not a few C/Ps resigned resulting in a negative impact on the continuity of technical transfer, so the 
experts had to repeat the same training menu. Seats vacated by the Project Director (Administrator or 
Sub-administrator of ANAM) and frequent changes of the Director of DIPROCA and the Chief of the 
Laboratory have caused problems in Project operation and budget execution. ANAM has made an effort 
to improve this situation as per strong instruction by JICA after the mid-term evaluation survey.   
Delay of Budget Execution 

A problem arose due to ineffective installation of some equipment because of the inadequate 
electricity conditions in the Laboratory.   

The delay of budget execution has also caused a delay in improving the electricity conditions in the 
Laboratory and in equipment repair. Since the atomic absorption spectrophotometer has not yet been
repaired, training for lead (Pb) analysis could not be completed.   

 
 

                                                        
1 General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories  
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5. Conclusion 
The relevance and effectiveness of the Project is high, while efficiency is evaluated to be moderate 

since there was a frequent turnover of staffs. Judging from the technical aspect (most C/Ps has scientific 
background and monitoring capacity was enhanced through the Project), organizational aspect (frequent 
turnover of C/Ps), and financial aspect (delayed budget execution), the sustainability of the Project is 
evaluated to be moderate. As for impact, the overall goal is evaluated to be achievable if ANAM 
continues its monitoring activities. Since the Project Purpose is expected to be achieved at the 
termination of the Project, it is concluded that the Project to be terminated as planned.  

 
6. Recommendations 
(1) Recommendations to be Taken by the Termination of the Project 

 Out of the targeted 24 parameters, SOPs of 23 parameters were developed successfully. The 
remaining SOP of HC has to be finalized before the termination of the Project.  

 The capacity of ANAM Laboratory staffs on uncertainty analysis calculation improved up to 
certain level, but the a need for its improvement was identified. Therefore it is recommended that
the Experts give additional training to raise C/Ps capacity as much as possible in the remaining 
period of the Project. Also C/Ps are requested to properly arrange their schedule so as to fully 
attend the additional training.  

(2) Recommendations to be Taken during and after the Termination of the Project 
 Resignation and the limited number of staffs will affect the sustainability of the Project. ANAM 

is planning to recruit three (3) certified technicians for the Laboratory. Thus, it is strongly 
recommended that ANAM / DIPROCA will recruit new personnel.   

 Another major aspect affecting the sustainability of the Project is the timing of budget execution, 
which is not disbursed in a timely manner. Although it is not easy to solve, the Evaluation Team 
recommends the Panamanian side continue its effort for timely disbursement, so as not to affect 
monitoring activity. 

 It is recommended to repair out-of-service equipment (especially AAS).  By repairing this 
equipment the ANAM Laboratory analytical capacity will increase.  It is also recommended to 
increase the electricity capacity of the Laboratory, so as to make use of equipment. In addition, it 
is recommended to redesign the analytical area in order to improve the use of equipment and to 
improve reliability of the results.   

 
7. Lessons Learned 

The malfunction of the analytical equipment can be a serious hindering factor for the environmental 
monitoring project. In the Project, the malfunction of the atomic absorption spectrophotometer could not 
be properly managed by Panamanian side, for their constraints in budget execution. It is recommended to 
confirm before starting the Project on the roles of Panamanian side to repair. Also, the Project could 
support Panamanian side for proper budgetary request. 
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第１章 評価調査の概要 
 
１－１ 評価調査団派遣の経緯と目的 

パナマ共和国（以下、「パナマ」と記す）では、全人口（約340万人）の過半数が首都パナマ市

及びパナマ県に集中し、パナマ市街域を流れる河川やパナマ湾の水質汚濁が深刻化している。こ

の水質汚濁の原因は、下水管や浄化施設の未整備や既存設備の管理補修の不徹底による施設不備

の問題と、産業廃水に対する法規制及びチェック体制・機能が不十分であるといった制度面での

問題とされている。 
こうした状況下、パナマ国は1998年に環境管理対策を定めた法律第41号を公布し、国内全土に

おいて同法律の遵守を義務づけ、国家環境庁（National Environmental Authority：ANAM）が他の所

轄官庁と連携を図りながら監査業務を実施することとなった。ANAMは、ラボを活用した河川等、

環境質のモニタリングの実施や、汚染状況等の技術レポートの取りまとめ、基準の達成状況の確

認などを所掌する。しかし、ANAMはこれらの監査業務を実施するための人員、行政、体制とい

ったさまざまな面において能力が不足していたことから、パナマ政府は、国際協力機構（JICA）

に水質モニタリング体制の整備と段階的な排水規制に関する環境検査能力の向上を目的とした技

術協力プロジェクト｢水質モニタリング技術計画｣（以下｢フェーズI」）を要請し、2003年10月から

2006年10月まで3年間プロジェクトを実施した。 
ANAMは、フェーズIで能力向上が図られた環境質ラボラトリー（以下｢環境質ラボ｣）を使い、

水質モニタリングを本格的に実施している。また、2006年6月から下水への排出は排水基準値に基

づく許可制となり、ANAMが同規制に関する達成度を環境質ラボを通して監査する役割を新たに

負うこととなった。しかし、ラボが有する分析精度・技術は初歩的なものにとどまっていたこと

から、監督指導するレベルに達するためには、一層の能力向上が必要であり、改めてパナマ政府

から｢水質モニタリング技術計画フェーズⅡ｣（以下、「本プロジェクト」）がわが国に要請された。

これを受け、JICAは、2008年11月から2012年11月まで4年間の予定で、①ラボのサンプリング・分

析技術能力の向上、②品質保証/品質管理（Quality Assurance and Quality Control：QA/QC）の改善、

③モニタリングに基づく科学的知見の提供能力強化に取り組むことを目的としたプロジェクトを

開始した。今般2012年11月のプロジェクト終了を控え終了時評価調査を実施したものである。 
 
１－２ 調査団の構成 

＜日本側＞ 
担当分野 氏 名 所 属 

総括 水口 正美 JICA国際協力専門員 
協力企画 伊藤 民平 JICA地球環境部環境管理グループ環境管理第二課主任調査役 
評価分析 倉本 健一 （株）オリエンタルコンサルタンツ GC事業本部地球環境部

 
＜パナマ側＞ 

氏 名 所 属 
Mr. Silvano Vergara Sub-Administrator General, ANAM 
Mr. Billy Ubillús Bonini Director, DIPROCA, ANAM 
Ms. Valia Sousa Staff of the area of Projects, Planning and Environmental Policy Office, 

ANAM 
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Ms. Genoveva Quintero Project Coordinator, Integrated Watershed Management Directorate, 
ANAM 

Ms. Paola Jaén Chief of International Cooperation Office, ANAM 
 
１－３ 派遣期間・派遣日程 

本終了時評価調査は、2012年5月20日から6月7日にわたり実施した（19日間）。 
詳細は以下のとおり。 
月日 曜日 水口（団長） 伊藤（協力企画） 倉本（評価分析） 

5/20 日 夜 パナマ着 

5/21 月 
AM：JICAパナマ支所打合せ 
PM：専門家チームとの打合せ 

5/22 火 終日：ANAMラボC/Pインタビュー

5/23 水 
AM：DIPROCA局長インタビュー

PM：MEF/ANAMラボC/Pインタビ

ュー 

5/24 木 
AM：IDBインタビュー 
PM：ANAMラボC/Pインタビュー

5/25 金 
インタビュー予備日、グリッド整

理 
5/26 土 

 

評価結果の整理（グリッド整理）

5/27 日 夜 パナマ着 評価レポートの作成 

5/28 月 
AM：ANAMラボにて終了時評価に係る説明、C/Pによる成果のプレゼンティション

PM：ANAM次官表敬、JICAパナマ支所事務所打合せ 
5/29 火 終日：評価グリッド協議（実績グリッド） 

5/30 水 
AM：評価グリッド協議（実施プロセス） 
PM：評価グリッド協議（5項目評価） 

5/31 木 
AM：評価グリッド協議（5項目評価） 
PM：評価レポート協議 

6/1 金 
AM：評価レポート協議 
PM：ミニッツ協議、終了後のフォローアップ協議 

6/2 土 サイト視察（パナマ市内河川） 
6/3 日 ミニッツ修正 

6/4 月 
AM：パナマ側でのミニッツ等確認 
PM：ミニッツ最終化 

6/5 火 
AM：JICAパナマ支所事務所、パナマ日本大使館報告 
PM：ミニッツ署名 

6/6 水 朝 パナマ発 
6/7 木 夜 羽田着 
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１－４ プロジェクトの概要（背景・ログフレーム等含む） 

（1）上位目標 
パナマにおける水質（表流水、排水）基準の達成度を管理する能力が強化される。 

 
（2）プロジェクト目標 

ANAM 環境質ラボがQA/QCシステムの導入により、ANAMの環境管理に資するような信頼

性のある情報を提供できる。 
 
（3）成果 

1）ANAM環境質ラボのサンプリング・分析技術能力が向上する。 
2）ANAM環境質ラボのQA/QC手法が改善される。 
3）ANAM環境質ラボの環境モニタリングに基づく科学的知見を提供する能力が強化される。 

 
１－５ プロジェクト実施体制 

カウンターパート（Counterpart：C/P）であるANAMからは、プロジェクトディレクター1名、プ

ロジェクトマネジャー1名が配置され、パナマ側関係機関、日本側関係者の参加のもと、合同調整

委員会（JCC）を設置し、重要事項の協議を行っている。また、プロジェクトにかかわる技術的な

課題を協議するために、関係機関の技術者によるテクニカル・コミッティ（Technical Committee：
TC）を随時開催している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１－１ プロジェクト実施体制 

 
１－６ 評価手法・項目 

（1）評価手法 
本終了時評価調査は、「新JICA事業評価ガイドライン第1版（2010年6月）」に基づき、プロ

ジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）を用いた評価手法に沿っ

て実施された。調査団はPDM（2012年2月版：付属資料４参照）を評価の枠組みとして適用し、

パナマ側C/P及び日本人専門家に対して質問票・インタビューを通して情報収集を行った。 
本終了時評価調査では、評価分析のために定性的データを以下の方法で収集した。 
・既存資料レビュー（プロジェクト報告書・各種資料等） 
・インタビュー調査（日本人専門家、C/P等）    

 
環境質ラボ

ANAM 

TC

JCC 

関係機関 
JICA派遣専門家
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（2）評価項目 
1）プロジェクトの実績 

プロジェクトの実績は投入、アウトプット、プロジェクト目標及び上位目標の各項目に

ついて、PDM（2012年2月版）にある指標を参照し、その達成状況（または達成見込み）を

確認した。 
 

2）実施プロセス 
プロジェクトの実施プロセスは、技術移転の方法、関係者間のコミュニケーション、モ

ニタリング、等さまざまな観点に基づき、プロジェクトが適切に運営されたかどうかにつ

いて検証された。さらに、実施プロセスの検証により、プロジェクトの効果発現に係る貢

献要因、阻害要因の抽出を図った。 
 

3）評価5項目に基づく評価 
上記2つの項目における検証結果に基づき、プロジェクトを評価5項目の観点から検証し

た。評価5項目の各項目の定義は、表１－１のとおりである。 
 

表１－１ 評価5項目の定義 

評価5項目 JICA事業評価ガイドラインによる定義 
1 妥当性 開発援助と、ターゲットグループ・相手国・ドナーの優先度並びに政策・方

針との整合性の度合い。 
2 有効性 開発援助の目標の達成度合いを測る尺度。 
3 効率性 インプットに対するアウトプット（定性並びに定量的）を計測する。開発援

助が期待される結果を達成するために最もコストのかからない資源を使って

いることを示す経済用語。 
4 インパクト 開発援助によって直接または間接的に、意図的または意図せずに生じる、正・

負の変化。開発援助が、地域社会・経済・環境並びにその他の開発の指標に

もたらす主要な影響や効果を含む。 
5 持続性 ドナーによる支援が終了しても、開発援助による便益が継続するかを測る。

出所：新JICA事業評価ガイドライン第1版（2010年6月） 
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第２章 プロジェクトの実績と現状 
 
２－１ 投入実績 

本プロジェクトの協力当初から2012年5月現在までの投入実績は、以下のとおりである。 
（1）日本側投入 

1）専門家派遣 
本プロジェクト開始以降、短期専門家は延べ9名が派遣され、4つの指導分野で合計60.89

人/月1が投入された。短期専門家の指導分野と人/月については表２－１に示すとおりである。

専門家派遣実績の詳細については、付属資料１M/M合同評価報告書Annex 4を参照されたい。 
 

表２－１ 短期専門家の指導分野及び（人/月） 

指導分野 （人/月） 

１ 水質管理 24.00 

２ QA/QC手法 １ 3.46 

 QA/QC手法 ２ 8.56 

３ 水質モニタリング １ 3.27 

 水質モニタリング ２ 5.10 

４ 水質分析 １ 10.86 

 水質分析 ２ 5.64 

合   計 60.89 
注：専門家の交代があったが、指導分野をベースに集計した。 

5年次は、2012年5月時点での計画をベースとした。 
 

2）本邦研修 
本プロジェクト開始以降、延べ3名のC/Pスタッフが国別研修（C/P研修）に参加した。水

質管理行政コースに参加した1名は、評価時点（2012年5月）では、環境保全局（National 
Directorate of Environmental Quality Protection：DIPROCA）の別のセクションに異動になり、

一方、水質分析コースに参加した2名は、現在も環境質ラボに配置されている。研修コース

の概要は、表２－２に示すとおりである。 
 

表２－２ 本邦研修（課題別研修）の概要 

研修コース名（参加人数） 期 間 

水質管理行政（1名） 2010年8月23日～2010年8月27日 

水質分析（2名） 2 0 11年 1 0月 3 1～ 2 0 11年 11月 4日 

 
3）機材供与 

2012年5月現在、合計10,400千円の資機材が日本側より提供された。供与機材の詳細は、

付属資料１M/M合同評価報告書Annex 6を参照されたい。 

                                                        
1 2012年11月までの見込みを含む。 
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4）現地活動費 
現地活動費として、セミナー、研修、外部委託費、報告書作成費等に合計24,465千円が支

出された。年度ごとの内訳は、表２－３に示すとおりである。 
 

表２－３ 現地活動費の内訳 

（単位：千円） 

1年次 
2008年11月～

2009年3月 

2年次 
2009年4月～

2010年3月 

3年次 
2010年4月～

2011年3月 

４年次 
2011年4月～

2012年3月 

５年次 
2012年4月～

2012年11月 
合計 

2,872 7,049 6,104 4,549 3,891 24,465 
注：5年次の内訳は、2012年11月までの見込み額である。 

 
（2）パナマ側投入 

1）カウンターパート（C/P）配置 
本プロジェクトでは、ANAMより延べ32名［プロジェクトダイレクターとしてANAM次

官が交代を含み延べ4名、プロジェクトマネジャーとしてDIPROCA局長延べ7名、ラボより

述べ21名］がC/Pとして配置された。2012年5月現在、ANAMから配置された32名のうち、4
名のC/Pがプロジェクト開始当初から現在まで継続してプロジェクトにかかわっている。

C/Pリストの詳細は、付属資料１M/M合同評価報告書Annex 8を参照されたい。 
2）専門家執務室等 

ANAM環境質ラボ内に、専門家執務スペース（机・椅子、本棚を含む）が提供された。

これに加えて電話・FAX及びコピー機は、ラボ所有のものを共有した。 
3）ローカルコスト負担 

水質サンプリング・化学分析にかかる費用（一部は日本側による支援）、光熱費及びC/P の
旅費がANAMより提供された。 

 
２－２ 活動と成果の実績 

（1）活動実績 
活動実績の評価は、最新のPDM（2012年2月作成承認）を基に実施した。PDM及びPOの改

訂は後述する。 
 
（2）各アウトプットの達成状況 

アウトプット１：ANAM環境質ラボのサンプリング・分析技術能力が向上する。 
アウトプット１の指標： 
1-1 少なくとも20パラメーターの分析手法が確立される。 
1-2 ANAM環境質ラボ職員が成果2に関連する活動により確立された標準作業手順書

（SOP）に基づいて分析する技術を習得する。 
1-3 ANAM環境質ラボ職員が成果2に関連する活動により確立されたSOPに基づいてサン

プリング技術を習得する。 
1-4 確立されたSOPに基づいて2,000の項目が毎年サンプリングされる。 
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プロジェクト開始直後においてC/Pと協議し、以下に示す20項目を技術移転対象項目とした。

さらに、2009年にイオンクロマトグラフを導入したことなどにより、都合24項目を対象とし

た。 
 

表２－４ 技術移転対象水質分析項目 

決定時期 対象項目 

2008年開始時期 TS、DS、SS、Cl-、NO3
--N、PO4

3-、SO4
2-、COD、BOD、Hg、TN、NH3

+-N、

TP、T-Coli、F-Coli、Cr6+、洗剤、油分、全炭化水素、Pb 

2010年追加 Br-、F-、NO2-N、CN- 

 
このうち、23項目のSOPが作成され、本プロジェクト終了時までに残り1項目（全炭化水素）

のSOPが作成される見込みである（指標1-1）。SOPは、成果２で改良されたQA/QCシステムに

基づいて作成〔そのうち8項目は、米州開発銀行（IDB）支援プロジェクトにより作成された

ものを改訂。IDBは本プロジェクト開始後、環境質ラボのISO認証取得に向けた支援を一部実

施しており、その一環で8項目のSOPが作成された経緯がある。〕されたものであり、このSOP
及びサンプリングマニュアルに基づいて、技術移転トレーニングが繰り返し実施され、C/Pは
技術を習得した（指標1-2及び1-3）。データは2,700サンプルに達し（指標1-4）、ANAMで使用

する内部報告書に利用されている。 
したがって、成果１はおおむね達成しており、本プロジェクト終了時までに完了する見込

みである。 
 

アウトプット２：ANAM環境質ラボのQA/QC手法が改善される。 
アウトプット２の指標： 
2-1 ANAM環境質ラボ職員が校正（キャリブレーション）手法を習得する。 
2-2 ANAM環境質ラボ職員が不確実性試算手法を習得する。 
2-3 少なくとも20パラメーターのSOPが作成される。 
2-4 20パラメーターのSOPと技術記録の管理がISO/IEC 17025に基づき実施される。 
2-5 DIPROCAから、少なくとも10名が内部監査員となり、QA/QC手法に基づいて内部監

査を実施する。 
 

測定機器の校正マニュアルが作成され、これを基に校正手法の技術トレーニングが実施さ

れた（指標2-1）。不確実性試算手法については、pH、EC、TS、油分及びBODの5分析項目に

対して実際のデータを用いて試算手法のトレーニングが実施された。しかし、C/Pの習得度に

ばらつきが見られた。C/Pの交代が頻繁に生じていたため、専門家チームによる技術移転研修

が繰り返し実施されたが、環境質ラボとして不確実性を試算しQA/QC手法に取り組むまでに

至っておらず、終了時評価時におけるインタビュー・協議においてC/Pから追加の技術研修の

要望があった。これらを踏まえ、「5-2 提言」で後述するが、残された活動期間で追加のトレ

ーニングを実施することを調査団として提言し、併せてC/Pサイドでは、極力トレーニングに

参加できるよう個々の作業の調整をすることとなった（指標2-2）。 
成果１で記述したとおり、SOPはISO/IEC 17025に対応したQA/QCに基づいて作成されてお

り（指標2-3）、本プロジェクトにより、サンプリングの受入れ、分析野帳などの整備が行われ、
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技術移転トレーニングを通じて運用が行われている（指標2-4）。また、改善されたQA/QCシス

テムに基づいた模擬内部監査が都合3回実施（対象分析方法は、イオンクロマトグラフ分析、

大腸菌分析及び洗剤の3項目）され、計10名の内部監査員が養成された。そのうち1名は、C/P
ではないが、DIPROCA所属の職員である（指標2-5）。 

したがって、成果２は、不確実性試算の技術手法を現在所属するC/Pに確実に習得させれば、

達成可能と評価された。 
 

アウトプット３：ANAM環境質ラボの環境モニタリングに基づく科学的知見を提供する能

力が強化される。 
アウトプット３の指標： 
3-1 ANAM環境質ラボ職員が産業排水のモニタリング技術を習得する。 
3-2 ANAM環境質ラボ職員が水質の解釈能力を習得する。 
3-3 ANAM環境質ラボ職員が水環境における汚染物質の挙動に係る解析知識を習得する。

3-4 選定された1モデル流域での水質モニタリング計画が作成される。 
3-5 ANAM環境質ラボ職員が水質基準の妥当性を評価する能力を習得する。 

 
産業排水のモニタリング計画・実施に必要な汚染源インベントリー等の収集・整理がトレ

ーニングを通じて実施された。工場への立ち入り検査への同行、養豚場や屠殺場、ペタキー

ジャ金鉱山において排水を採取・分析し、排水モニタリング実施の能力強化が行われた（指

標3-1）。河川水質のデータ解釈手法として以下の項目間の相関をグラフ化し、水質の解釈や分

析結果の正確さを評価する手法を学んだ（指標3-2）。 
・ESとDSの相関 
・TS、DS、SSの相関 
・TSと濁度の相関 

水質と汚染源（工場、住宅、農地等）との関係や水質の時系列を検討する手法の習得を通

じて、汚濁物質の挙動を解析する手法を習得した（指標3-3）。また、パナマ中央部に位置する

ラビージャ川をモデル流域として、汚染源インベントリー、人口分布、土地利用等を検討し、

水質モニタリング計画が作成された（指標3-4）。さらに、水質基準の妥当性評価や基準との比

較による汚染度の解析を目的として、日本、英国、米国、ブラジルにおける河川水質基準が

紹介され、水質の評価手法に係る知見が深められた（指標3-5）。 
したがって、成果３はおおむね達成しており、本プロジェクト終了までに完了の見込みで

ある。 
 
（3）プロジェクト目標の達成見込み 

プロジェクト目標：ANAM環境質ラボがQA/QCシステムの導入により、ANAMの環境管理

に資するような信頼性のある情報を提供できる。 
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プロジェクト目標の指標： 

1. 少なくとも20のパラメーターのSOPが確立される。 
2. 20パラメーター用に確立されたQA/QC手法に基づく水質関連データ提供能力が強化さ

れる。 
3. 科学的知見に基づいてモニタリングデータを取りまとめた4つの水質関連報告書が発行さ

れる。 

 
終了時評価時点で、23分析項目のSOPが作成済みで、全炭化水素のSOPが本プロジェクト終

了時までに作成されると、合計24項目のSOPが確立される見込みである（指標１）。 
確立されたQA/QC手法に基づいて、サンプリング及び水質分析を実施するノウハウは、成

果１及び成果２により習得されたと評価できる。精度管理試験の結果では、15分析項目で繰

り返し精度10％以内に収まり、残りの項目についても、信頼性を客観的に示す能力を身につ

けた。水質モニタリングデータは、項目間の相関の比較、経時変化の評価等、科学的かつQA/QC
に沿った手法による解析の能力が向上している（指標２）。 

3つの内部報告書（排水許可検討、排水モニタリング及び河川水モニタリング）が作成され、

さらに、これらの結果は一般公開向けの報告書として別途まとめられ、ANAMのWebサイトで

紹介されている（指標３）。 
以上により、プロジェクト目標はおおむね達成しているといえ、（成果２）で記述したよう

に、不確実性試算手法の追加トレーニングを実施して試算能力を深めれば完了する。 
 
２－３ 実施プロセスにおける特記事項 

本プロジェクトの実施プロセスにおける特記事項は、以下のとおりである。 
 
（1）PDM及びPOの改訂 

PDMは、表２－５のとおり2回改訂された。また、活動計画（PO）も本プロジェクト開始直

後の大統領選による遅延やPDMの改訂に併せて変更されている。 
POのオリジナルと最終変更版の比較は付属資料４を参照されたい。 

 
表２－５ PDMの改訂履歴 

改訂時期 改訂箇所 改訂理由 
2011年10月15日 成果２の活動2-8 

改訂前：ANAM環境質ラボ職員によ

りQA/QCシステムが構築される。 
改訂後：ANAM環境質ラボ職員によ

りQA/QCシステムが改良される。 

IDB 支援プロジェ クトによ り、

QA/QCシステムが構築されたため、

活動をQA/QCシステムの改良、実施

能力向上にシフトした。 

2012年2月3日 成果１の指標1-4 
改訂前：確立されたSOPに基づいて

XXの項目が毎年サンプリングされ

る。 
改訂後：確立されたSOPに基づいて

2,000の項目が毎年サンプリングさ

れる。 

空欄となっていたサンプリング活動

の目標項目数が決められた。 



 

－10－ 

（2）技術移転方法 
技術移転は、講義形式によるレクチャーとフィールドや実験室における実習を組み合わせ

ており、妥当なものであった。TCを定期的に開き、ここでC/Pからの発表を促し、互いの議論

を活発化させたことにより、習得度が深まり、また、オーナーシップを養うことに貢献した

と判断できる。加えて、C/Pのニーズやスキルに併せて、研修メニューを対応させたことによ

り習得度が増した（例えば、直接水質モニタリング活動には関係しないが、MS-Excelの特殊

機能であるピポットテーブルのレクチャーを加えたことにより、より簡単にデータを集計で

きる能力を得た）。 
また、水質モニタリング計画作成において地理情報システム（Geological Information 

System：GIS）を導入し、この活動にANAM情報局の職員を巻き込んだことは評価できる。 
 
（3）モニタリング及び意思決定プロセス 

モニタリング及び意思決定プロセスは合同調整委員会（JCC）を通じて実施された。各JCC
の概要は表２－６に示すとおりである。 

 
表２－６ JCCの開催履歴 

開催日 主要議題 

1 2008 年 12 月 3 日 インセプションレポートの説明及び協議 

2 2009 年 2 月 5 日 インセプションレポートの協議及び最終化 

3 2010 年 2 月 3 日 プロジェクト活動の経過説明、PDM指標における評価手法の協議

4 2011 年 2 月 4 日 プロジェクト活動の経過説明、次年度活動の協議 

5 2011 年 11 月 16 日 プロジェクト活動の経過説明、次年度活動の協議 

6 2012 年 2 月 3 日 PDM改訂の協議 
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第３章 評価 5 項目による評価結果 
 
３－１ 妥当性 

本プロジェクトの上位目標及びプロジェクト目標の内容は、ターゲット地域のニーズ、パナマ

の国家政策、わが国の対パナマ国協力方針に照らして再検討した結果、終了時評価時点において

も妥当性が高いといえる。 
パナマは、深刻化する水質悪化に対応すべく、2007年に国家水資源政策を掲げ、「水資源の総合

的管理」を重要方針として定めている。 
ANAMは、1998年に制定された環境法第41号に基づき設立され、2002年の技術則を経て、2006

年にANAMに排水基準達成の監督権限が与えられた。また、2006年に制定されたANAMの組織法

により、DIPROCA及び環境質ラボに対して、以下の責務が与えられた。 
・ DIPROCA 

①環境改善のための排出許可、政策の実施、環境基準や排出許容限度の作成と公表。 
②水質、大気、土壌の環境基準、排出許容限度の作成・改定に関する、住民組織や関係省庁

との調整。 
・ 環境質ラボ 

①環境基準の達成度を示すための技術的根拠を示す分析レポートの作成 
②最大排出許容限度や基準を基に、環境質（水、大気、騒音及び土壌）の汚染状況の確認。 

したがって、本プロジェクトはANAMのニーズに合致していると評価された。 
また、わが国の「対パナマ共和国事業展開計画」において、本プロジェクトは、「環境保全プロ

グラム」に位置づけられている。 
したがって、本プロジェクトは、パナマ及びわが国の方針に合致するものである。 
加えて、本プロジェクトで対象としたANAMを通じたモニタリング能力の向上により、より適

切な環境管理の実現が期待され、課題に対するアプローチとしても適切である。 
 

３－２ 有効性 

本プロジェクトにおける「有効性」は高い。 
プロジェクト目標は、前述のように不確実性試算の技術手法に関する追加のトレーニングを本

プロジェクト終了までに行えば、達成する見込みで、ANAMが科学的知見に基づいた信頼性のあ

るデータを提供する能力は強化された。 
3つの成果はおおむね達成しており、プロジェクト目標の達成に貢献している。すなわち、成果

１では、サンプリング及び水質分析にかかわる技術が習得され、成果２では確立されたQA/QC手

法が改善され、C/Pの実施能力の向上がみられた。成果３では、成果１及び２で導かれたデータを

科学的知見を基に評価し、水質の汚染状況を把握する手法が学ばれた。 
 
３－３ 効率性 

本プロジェクトにおける「効率性」は中程度である。 
日本人専門家の指導分野は、水質モニタリング（サンプリング及び現地測定）、水質分析、QA/QC

と多岐にわたり、いずれもプロジェクト目標達成には不可欠な分野である。技術移転トレーニン

グは、講義形式による基礎力や理論の理解と、フィールドや実験室での実習を組み合わせており、



 

－12－ 

実践的な能力の習得が可能となっている。2年次より専門家が長期にわたり現地に滞在したことに

より、C/Pとのコミュニケーションの向上、フレキシブルな技術移転メニューの作成に貢献できた。 
本邦研修は、計2回実施され、延べ3名の参加があった。研修メニューは、「水質管理行政」、「水

質分析（水銀測定）」で、金鉱山の開発が開始されたこともあり、ANAMのニーズに沿ったもので

あったといえる。 
C/Pは、化学または生物学の学位を有しており、基礎的なサンプリング・分析能力は十分であっ

た。 
以上の点からは、効率的な投入、活動がなされたものといえる。 
しかしながら、C/Pが頻繁に退職、交代したため、技術の継承が難しく、結果として同じ研修を

繰り返し行うという非効率な面がみられた。また、環境質ラボのルーチンワークのため、C/Pが連

続してトレーニングに参加できない状況も生じ、C/P間の習得度に差が見られる結果となった。 
さらに、環境質ラボ施設の電気事情により、導入された機材が有効に活用できないケースがあ

った。また、パナマ側の予算の執行がタイムリーに行われず、原子吸光光度計の修理ができず、

当初目的としていた鉛（Pb）の分析研修が十分に行えなかったなど非効率な面は否定できない。

加えて、本プロジェクト開始直後に、大統領選挙によりC/Pの活動が著しく制限されるなど、一部

外的要因による遅延もみられた。 
 
３－４ インパクト 

本プロジェクトの上位目標は、プロジェクト終了後から3～5年後に達成する目標として、「水質

基準達成の管理能力強化」を掲げている。当該目標達成のために、以下の3つの指標が設定されて

いる。 
指標１は、信頼のできるサンプリングを実施する能力であり、信頼に足るサンプリングを実施

する技術的な能力を有すること、及びその過程を確立したQA/QCシステムに沿って実施し、サン

プリング作業の信頼性を担保する能力を有することが求められる。成果１でサンプリングマニュ

アルが作成、これを基にトレーニングが実施され、技術的なノウハウが習得された。成果２では、

QA/QCシステムが改良、野帳等の帳票が整備されたことにより、サンプリング活動の確実性を担

保することができるようになった。 
指標２は、信頼のできる水質分析を実施する能力であり、上記のサンプリングと同様に、技術

的なスキルと手順の信頼性を担保するシステムが要求される。成果１では、SOPが作成され、トレ

ーニングを通じて分析能力の向上が認められた。また、成果２で水質分析の手順が適切に行われ

ることを保証するノウハウを得たとともに、不確実性を試算することにより、どの程度の信頼性

があるかを客観的に示すことができるようになった。 
指標３は、成果１及び２で培ったノウハウを基に、水質モニタリングを実施する能力を有し、モ

ニタリング地域を拡大している。C/Pは、成果１及び２によりサンプリング及び水質分析技術は一

定の能力を示しており、成果３によりデータを科学的に評価する技術及びモニタリング計画を構

築する技術を習得している。ANAMは以前から、水質モニタリングをルーチンワークとして継続

しており、モニタリング拡大の土台は出来上がっているといえる。 
したがって、今後ANAM環境質ラボの人員が維持され、本プロジェクトで習得した技術により

継続的にサンプリング及び水質分析を続け、モニタリング計画を構築、実施していけば、近い将

来に上位目標を達成することは可能と判断できる。 
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上位目標達成以外のインパクトとしては、以下の2点が挙げられる。 
・ ラボで測定されたデータは、報告書に集計され、外部機関で利用されている。 
・ 本プロジェクトがメディアに取り上げられ、環境意識向上に貢献した。 

    
一方、本プロジェクトによる負のインパクトは、終了時評価時点で確認されていない。 

 
３－５ 持続性 

本プロジェクトの効果の持続性は、以下の観点から「中程度」と評価された。 
    
（1）政策面 

パナマは、2007年の国家水資源政策において「水資源の総合管理」を掲げている。 
ANAMは1998年に制定された環境法第41号に基づき設立され、2002年の技術則を経て、2006

年にANAMに排水基準達成の監督責務が与えられた。また、2006年に制定されたANAMの組

織法により、DIPROCAには「環境改善のための排出許可、政策の実施、基準値の作成、及び

関係機関等との調整」が、環境質ラボには「水質基準達成のためのモニタリング及び技術的

解析」の役割が与えられている。加えて、水環境における国民の関心も高い。 
したがって、「政策面」における持続性は高いといえる。 

 
（2）組織面 

ANAM環境質ラボ職員の雇用では、化学系または生物学系の大学・大学院を修了した技術

者を雇用条件としており、C/Pは、水質モニタリングに携わる基本的な能力、科学的知見を備

えている。しかし、一方で、職員の人数、雇用の継続性について問題点が見出される。 
終了時評価時点でのラボの職員数は、ラボ所長を含め8名で、本プロジェクト開始当時の12

名より減少している。そのうち、本プロジェクト開始時の2008年末より継続して在籍してい

るのは、ラボ所長以下4名のみであり、現職の残り4名は2010年の運営指導調査以降に採用さ

れた職員である。ラボ職員のうち、正職員は所長のほかはわずか1名で、その他は1年契約の

契約職員である。職員への聞き取り調査結果においても不安定な雇用を問題視する意見が多

く出された。また、より良い雇用を求めて民間へ転職するケースもみられ、本プロジェクト

中においても、4名が1年未満で退職している。このような雇用体系は大きく改善されること

は難しく、雇用の不安定さは技術の継承に影響を及ぼしかねず、また、絶対的な要員不足は

モニタリング活動の継続を制限しかねない。加えて、環境モニタリングの責任者である

DIPROCA局長は、本プロジェクト期間中に6名交代しており、また、現職のラボ所長も2度所

長職を離れており、組織面の持続性は現時点で低い。 
 
（3）財政面 

ANAMにおける予算執行の問題も、水質モニタリングの継続に影響を与えている。ANAM
の環境質ラボの年間予算は、人件費を除いて、2011年度は約10.3万米ドル、2012年度は17.5万
米ドルで、予算規模としてはさほど不足はない。しかし、2011年度は予算額の50％程度しか

執行されておらず、執行もタイムリーにされていない。表３－１に示されているように、水

質モニタリングに必要なラボ機材やスペアパーツ、試薬等の執行実績が低く、モニタリング
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の継続に影響を与えている（ただし、予算執行に関しては、一定額以上の執行がANAM内部

で完結しないというパナマ特有の予算執行システムに依存する）。 
 

表３－１ 主なモニタリング関係の予算額と執行額（2011年） 

項目 予算額（米ドル） 執行額（米ドル） 執行割合（％） 
ラボ機材 12,427.00 1,497.23 12.0 
消耗品、パーツ 8,616.00 7,009.08 81.3 
試薬類 8,087.00 3,682.72 45.5 
燃料（ガソリン） 2,000.00 297.56 14.9 
機材等修理 14,162.00 8,993.99 63.5 
合計 103,400.00 52,591.00 50.9 

 
聞き取り調査によると、予算がタイムリーに執行されないため、河川水モニタリング活動

の時期を逸したという例もみられた。 
したがって、財政面の持続性は低い。 

 
（3）技術面 

前段のフェーズⅠから、水質モニタリングに係る技術移転の支援は継続しており、環境質

ラボの設備面、C/Pの能力面は、既に一定のレベルを有しているといえる。終了時評価時点で

23分析項目のSOPが確立され、追加の1項目（全炭化水素）のSOPもプロジェクト終了までに

作成される見込みである。SOPに基づき技術トレーニング、実習が実施されており、精度管理

試験結果からも信頼性の高いデータを提供する能力を有しているといえる。また、C/Pは、既

にルーチンワークとして、排水許可申請のチェックや、河川水・排水モニタリングを実施し

ており、その範囲は広がっている。モニタリングを実施するニーズ、オーナーシップも高く、

継続して水質モニタリングを実施し、独力で技術向上をめざすことは十分期待できる。一部、

人員面での懸念は存在するが、技術を継承するための仕組みとしてSOPは整備されている。 
それらを加味し、本プロジェクトの技術面における持続性は中程度である。 
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第４章 貢献阻害要因 
 
４－１ 効果発現に貢献した要因 

（1）日本人専門家の長期滞在 
日本人専門家が、比較的長期にわたって現地に滞在することにより、コミュニケーション

が密になり、また、C/Pのレベル・ニーズに応じてフレキシブルに研修メニューを変更するこ

とができた。 
 
（2）ISO/IEC 17025認証取得支援との協調 

ANAMは、2008年よりIDB支援を通じたISO/IEC 17025の認証取得に取り組んでいる。JICA
の支援による本プロジェクトは当初、QA/QCシステムの構築を活動に盛り込んでいたが、IDB
支援により、品質マニュアル、SOPやマニュアルが作成された。本プロジェクトでは、一部の

SOPやサンプリングマニュアルをレビューし改良を加えたうえで、技術移転（成果１及び２に

関連）に使用している。 
そこで、2010年10月にPDMの改訂を行い、成果２の指標についてQA/QCシステムの構築

（Preparation）から改良（Improvement）に変更を行った（表２－５参照）。IDB支援は、本プ

ロジェクトのQA/QCシステムの改良に良い基盤を提供し、効果的な目標達成に貢献したもの

といえる。また、残念ながら現時点で認証取得には至っていないが、本プロジェクトで養わ

れたサンプリング・水質分析能力や精度管理試験等のQA/QC手法は、ISO/IEC 17025の認証取

得に欠かせないものであり、今後の認証取得に貢献すると思われる。 
 
４－２ 問題点及び問題を惹起した要因 

（1）大統領選挙による活動の遅延 
2009年に実施された大統領選挙中、C/Pが選挙対応に追われたため、本プロジェクトの活動

が事実上中断された。 
 
（2）度重なるC/Pの退職、交代 

本プロジェクトの開始以来、C/Pの退職・交代が相次ぎ、トレーニングが行われた技術の継

承に難しさがあり、結果的に同じトレーニングを繰り返すなど、非効率であった。また、プ

ロジェクトダイレクターであるANAM次官の空席、DIPROCA局長やラボ所長の交代は、プロ

ジェクト運営や予算の執行に影響を及ぼした。他方、運営指導調査以降は、JICAからの強い

申入れもあり、状況に改善が見られた。 
 
（3）予算執行の遅延 

予算の執行の遅延により、環境質ラボの電力改善の取り組みや分析機器の修理に遅れが生

じた。具体的には、原子吸光光度計の修理が実施されなかったため、技術移転対象項目であ

る鉛の技術研修が講義中心となり、実際の分析能力の強化に課題が残った。 
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第５章 結論、提言及び教訓 
 
５－１ 結論 

本プロジェクトの妥当性、有効性は高い一方で、効率性に関しては、C/Pの交代が頻繁に生じ、

技術の継承がうまくいかなかった問題がみられた。また、持続性に関しても、C/Pのバックグラウ

ンドは高く、本プロジェクトを通じたモニタリング能力の強化がみられた一方で、前述の不安定

な雇用による非効率な技術の継承、タイミングを逸した予算の執行が、今後の水質モニタリング

の継続に不透明さを残す結果となった。しかしながら活動の継続を通じ、上位目標は達成可能と

判断され、正のインパクトも確認されており、プロジェクト目標は達成の見込みと評価されたこ

とから、プロジェクトは当初予定どおり終了することが適切である。 
 
５－２ 提言 

本終了時評価調査結果を踏まえて、調査団は、本プロジェクト終了時までに実施する事項、及

び終了後も継続して取り組むべき事項についてそれぞれ以下のとおり提言を行った。 
 
（1）プロジェクト終了時までに取り組むべきこと 

1）対象24分析項目のうち、全炭化水素のSOPをプロジェクト終了時までに作成し、これに基

づいた実習（水質分析トレーニング）を完了すること。 
2）聞き取り調査及び協議において、不確実性試算の手法に関するC/Pの習得度にばらつきが

みられ、なかにはトレーニングを受けたという認識がないC/Pも見受けられた。このため、

残りのプロジェクト期間中に追加のトレーニングを実施し、習得度の強化を図ることが望

まれる。また、これにあたっては、C/Pが最大限トレーニングに参加できるよう、ルーチン

ワーク等とのスケジュール調整が必要である。 
 
（2）プロジェクト終了時も引き続き取り組むべきこと 

1）環境質ラボの職員の安定雇用は、パナマ政府機関・公務員の雇用システムや民間企業と

の待遇の格差等の影響もあり、容易ではない。しかしながら、水質モニタリング活動を継

続・拡大し、上位目標である「水質基準達成の管理能力強化」を達成するためには、陣容

の安定・強化は不可欠である。差し当っては、現在DIPROCA局長が正式要請している3名の

新規雇用が強く望まれる。 
2）前述のとおり、持続性に影響を与える懸案事項として、予算執行の問題が挙げられる。

DIPROCA局長らC/Pへの聞き取り及び近年のパナマの経済成長を鑑みても、予算申請そのも

のに問題は見受けられない。しかしながら、予算執行に関しては、一定額以上の執行が

ANAM内部で完結しないというパナマ特有の予算執行システムに依存する部分は大きいも

のの、タイムリーに予算を執行できない問題は、現実に多くの問題を誘発している。特に、

ラボの電力改善や原子吸光光度計の修理は以前から指摘され、予算計上されているものの、

いまだ解決していない問題であり、早急な解決が求められる。また、環境質ラボサイドに

対して、予算執行承認に時間がかかることを熟慮し、適切な執行計画を立てることを提言

する。 
3）現在、故障している機器の修理を提言する。特に原子吸光光度計は、環境質ラボの分析
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能力の向上に貢献する。また、ラボの電気系統の改善を行い、分析機器の効率的な運用が

できるよう提案する。さらに、ラボのデザイン、分析機器の配置の検討により、上記、電

気系統の改善を待たずに効率的な運用が図れることも併せて提言を行った。 
 
５－３ 教訓 

環境モニタリングを行うプロジェクトにおいて、分析機器の故障は大きな阻害要因となりかね

ない。本プロジェクトにおいては原子吸光光度計が故障し、パナマ側の予算措置の問題もあり、

修理されずに時間が経過した。こうした問題への対処として、プロジェクトの活動に対して、環

境質ラボのマネジメント（予算管理、機材管理、施設運営等）の改善に取りこむなどの対処を行

うことが考えられる。 
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１．協議議事録（M/M）（合同評価報告書） 
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